
議案第22号 

令和８年度 川根本町一般会計予算 

 令和８年度川根本町一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,897,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

  （債務負担行為） 

第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期

間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、 

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

  （一時借入金） 

第４条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

 400,000千円と定める。 

第５条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金を流用

することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算

額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  令和８年３月２日提出 

   川根本町長 薗田 靖邦   

 

 



  ( 歳入 ) ( 単位：千円 )

款 項 金        額

  1 町税 1,220,568

  1 町民税 250,184

  2 固定資産税 913,533

  3 軽自動車税 28,720

  4 町たばこ税 24,161

  5 入湯税 3,970

  2 地方譲与税 126,000

  1 地方揮発油譲与税 10,000

  2 自動車重量譲与税 29,000

  3 森林環境譲与税 87,000

  3 利子割交付金 250

  1 利子割交付金 250

  4 配当割交付金 4,000

  1 配当割交付金 4,000

  5 株式等譲渡所得割交付金 5,000

  1 株式等譲渡所得割交付金 5,000

  6 法人事業税交付金 15,000

  1 法人事業税交付金 15,000

  7 地方消費税交付金 153,000

第１表　　歳　入　歳　出　予　算



款 項 金        額

  1 地方消費税交付金 153,000

  8 環境性能割交付金 1,000

  1 環境性能割交付金 1,000

  9 地方特例交付金 7,180

  1 地方特例交付金 7,180

 10 地方交付税 2,410,000

  1 地方交付税 2,410,000

 11 交通安全対策特別交付金 500

  1 交通安全対策特別交付金 500

 12 分担金及び負担金 7,471

  1 負担金 7,471

 △ 分担金 0

 13 使用料及び手数料 68,105

  1 使用料 55,462

  2 手数料 12,643

 14 国庫支出金 301,593

  1 国庫負担金 165,580

  2 国庫補助金 133,401

  3 委託金 2,612



款 項 金        額

 15 県支出金 484,879

  1 県負担金 113,063

  2 県補助金 356,730

  3 委託金 15,086

 16 財産収入 20,941

  1 財産運用収入 19,105

  2 財産売払収入 1,836

 17 寄付金 35,000

  1 寄付金 35,000

 18 繰入金 875,296

  1 特別会計繰入金 104

  2 基金繰入金 875,192

 19 繰越金 100,000

  1 繰越金 100,000

 20 諸収入 239,417

  1 延滞金、加算金及び過料 3

  2 町預金利子 1

  3 貸付金元利収入 288

  4 受託事業収入 142



款 項 金        額

  5 雑入 238,983

 21 町債 821,800

  1 町債 821,800

                                歳        入     合        計                                 6,897,000



  ( 歳出 ) ( 単位：千円 )

款 項 金        額

  1 議会費 63,457

  1 議会費 63,457

  2 総務費 1,797,752

  1 総務管理費 605,322

  2 企画費 259,698

  3 情報政策費 648,910

  4 統計調査費 919

  5 環境政策費 125,903

  6 徴税費 78,427

  7 戸籍住民基本台帳費 62,062

  8 選挙費 15,806

  9 監査委員費 705

  3 民生費 1,333,172

  1 社会福祉費 1,003,757

  2 児童福祉費 328,514

  3 災害救助費 901

  4 衛生費 627,486

  1 保健衛生費 311,935

  2 清掃費 315,551



款 項 金        額

  5 労働費 2,010

  1 労働費 2,010

  6 農林水産業費 518,215

  1 農業費 307,285

  2 林業費 210,930

  7 商工費 360,277

  1 商工費 360,277

  8 土木費 215,073

  1 土木管理費 47,160

  2 道路橋りょう費 113,794

  3 河川費 30,276

  4 住宅費 23,843

  9 消防費 333,552

  1 消防費 333,552

 10 教育費 860,892

  1 教育総務費 367,640

  2 義務教育学校費 204,125

  3 社会教育費 134,440

  4 保健体育費 154,687



款 項 金        額

 11 災害復旧費 139,567

  1 農林水産施設災害復旧費 136,136

  2 公共土木施設災害復旧費 3,431

 12 公債費 630,547

  1 公債費 630,547

 13 予備費 15,000

  1 予備費 15,000

                                歳        出     合        計                                 6,897,000



第 ２ 表 

債  務  負  担  行  為 

  

事   由 期  間 限  度  額 

 議会だより印刷製本業務 令和 ９ 年度 900 千円 

 議会会議録作成業務委託 令和 ９ 年度 1,100 千円 

 自治体情報セキュリティ強化対策用サーバ機器更新 令和 13 年度 16,000 千円 

 テレワークシステム構築事業 令和 13 年度 2,000 千円 

 広報誌発行業務委託事業 令和 ９ 年度 4,000 千円 

 障害者台帳管理システム賃貸借 令和 13 年度 11,000 千円 

 子育て支援ひだまり複合機賃貸借 令和 12 年度 500 千円 

 健康管理システム「健康かるて」保守 令和 12 年度 23,000 千円 

 



事   由 期  間 限  度  額 

 ごみ収集運搬業務委託 令和 ９ 年度 40,000 千円 

 ごみ中間処理業務委託契約 令和 ９ 年度 3,500 千円 

 クリーンピュア川根本町解体工事設計業務 令和 ９ 年度 5,500 千円 

地域活性化起業人派遣負担金 令和 ９ 年度 12,000 千円 

 音戯の郷レジ収入処理用パソコン賃貸借 令和 11 年度 200 千円 

 音戯の郷急速充電インフラ運用負担金 令和 15 年度 800 千円 

 建設クラウドサービス 令和 11 年度 5,700 千円 

 三ツ星学園印刷機及びプリンタ更新 令和 12 年度 3,300 千円 

 光の森学園印刷機及びプリンタ更新 令和 12 年度 3,300 千円 

 三ツ星学園校務用パソコン更新 令和 12 年度 14,000 千円 



事   由 期  間 限  度  額 

 光の森学園校務用パソコン更新 令和 12 年度 13,000 千円 

地域総合クラブ活動委託料 令和 ９ 年度 2,500 千円 

 義務教育学校８年生海外研修業務委託 令和 ９ 年度 29,000 千円 

 若者交流センター等給食業務委託契約 令和 ９ 年度 25,000 千円 

 舎監業務委託 令和 10 年度 52,000 千円 

 学校給食センター複写機賃貸借 令和 13 年度 1,000 千円 

 義務教育学校５年生県外体験学習事業 令和 ９ 年度 4,000 千円 

施設予約システム管理用パソコン借上げ 令和 12 年度 300 千円 

 文化会館自主パートナー業務委託 令和 11 年度 24,000 千円 

 生きがい対応型デイサービス事業 令和 10 年度 66,000 千円 

 



  

 

第 ３ 表 
地   方   債 

 

起 債 の 目 的 限 度 額 
起債の方法 利 率 償還の方法 

千円 

公 共 事 業 等 債 ４，５００ 

普 通 貸 借 
又 は 
証 券 発 行 

政府資金 
  政府資金の貸付

利率による。 
 
その他の資金 
 年５．０％以内 
 
 ただし、利率見直

し方式で借り入れる

資金について、利率

の見直しを行った後

は、当該見直し後の

利率。 

 政府資金については、その融

資条件により、その他の資金は

借入先との協議による。 
 ただし、町財政の都合により

据置期間及び償還期間を短縮し

若しくは繰上償還又は低利に借

換えすることができる。 

過 疎 対 策 事 業 債 ５６１，５００ 

デ ジ タ ル 活 用 
推 進 事 業 債 ４，２００ 

緊 急 自 然 災 害 防 止 
対 策 事 業 債 ２９，１００ 

緊急防災・減災事業債 １４９，３００ 

公共施設等適正管理 
推 進 事 業 債 ４６，８００ 

災 害 復 旧 事 業 債 ２６，４００ 

合 計 ８２１，８００ 

 


